
講習区分の考え方

～ 誕生日が５月１日で、令和７年が更新年の方の場合

5/14/1 6/1

令和７（2025）年

3/23

令和２（2020）年

3/22

免許の更新期間誕生日の40日前から起算し
過去５年間の事故・違反の有無を確認する

（次回更新の講習区分を決定する際に基準とする期間）
誕生日の40日前

優良・一般・違反運転者の場合

5/14/1 6/1
令和７（2025）年

3/22

令和４（2022）年

3/22

免許の更新期間免許を取得して５年未満のため
初回更新者となる

ただし、３点以下の違反が２回以上また
は事故を起こした方は違反運転者となる

誕生日の40日前

初回更新者の場合（例：初回取得日が令和４年３月22日）

3/23

令和２（2020）年


